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は じ め に

ワクフはイスラーム法で定められた財産寄進

制度のことである。そもそも「ワクフ」とはア

ラビア語で「停止」を意味し，私財そのものの

所有権の移転を永久に停止し，ワクフ管財人に

委ねることで，そこから得られる用益・収益を

特定の慈善目的のために恒久的に用いることを

示す。寄進者は通常ワクフ証書（ワクフ文書，

ペルシア語ではvaqf−nāme）と呼ばれる設定文書

を作成し，そのなかで寄進する私財の詳細，寄

進する対象，その寄進財（ワクフ財）の用途な

どを規定する。モスク，橋，水場，水倉などの

公共施設を寄進する場合，用途は明確であり，

寄進対象はイスラーム教徒全般となる。また，

クルアーンなどの書籍を寄進した場合には，寄

進対象がそれを利用することができる範囲，た

とえば○○学院の学生などと定められる。しか

し，より一般的なのは，農地や店舗，サライ（商

館）など収益のある物件を公共の施設に寄進し，

その収益を特定の目的に用いる場合である。こ

の場合には，寄進された財産とその収入を管理

するワクフ管財人の任命方法や管財人の受け取

る管理料などについてもワクフ証書で規定する

こととなる。ワクフは，歴史を通じて，モスク

やマドラサ（高等学院），病院などの宗教・慈

善施設を運営する手段として活用され，これら

の施設の修理・維持費や構成員の俸給もワクフ

から支出されてきた。ワクフには救貧の側面も

あり，貧者への施しがワクフの規定に含まれて

いる場合も多い。宗教的には，ワクフはイスラ

ーム教徒が現世で積むべき善行のひとつであり，

死後，天国の高みへ至るために有効な手段なの

である。

現代のイランは，イスラーム共和制下にある

こともあり，比較的ワクフ制度が保たれている

国のひとつである。イランの首都，テヘラン市

南部には広大なワクフ地が広がっており，また，

第２の都市マシュハドの市内の土地は，一説に

は６０パーセントが同市にあるイラン最大の聖�

イマーム・レザー�のワクフ財であるとされる。

ワクフの設定は現在も継続されており，イラン

暦１３８０～８２年（２００１年３月～２００４年３月）までの

３年間に全国で計５４１件のワクフが新規に設定
・された［Rezā)ı̄１３８３，１２３］。

このように現在も重要な意味をもつワクフで
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あるが，その特徴は永続性にある。イラン史研

究においては，１５世紀に設定されたワクフが１９

世紀に至るまで存続し，その規定が遵守された

例［岩武１９９３］，また，１７世紀に設定されたマ

ドラサに対するワクフが，１９世紀に至って本来

の慈善目的と離れて管財人一族の相続財産のよ

うにみなされるようになった例などが報告され

ている［Werner１９９９；２０００，９９―１２１］。筆者も，

ワクフ管財人の努力と地方社会の後援により１７

世紀から存続したテヘランの古集会モスクのワ

クフの事例を取り上げたことがある［近藤

２００３］。

しかし，イランのワクフ慈善庁で実際に調査

を行い，ワクフ行政の現場に身をおいてみると，

現代からみるワクフ制度はまた異なったもので

あることがわかる（注１）。一言でいえば，ワクフ

は不動産の権利関係を拘束し，時には現存の所

有権を脅かすものとして立ち現れるのである。

ワクフは原理的には永続するものであるから，

ワクフ証書の効力もまた恒久的でなければなら

ない。たとえば，仮に，数百年前のワクフ証書

が発見され，その文書によってある土地がなん

らかのワクフであることが証明されたならば，

その土地のそれまでの所有者は，いかに合法的

にその土地を入手していたとしても，土地自体

の所有権（注２）を失い，土地の用益を引き続き確

保するためには，ワクフ管財人と新たに賃貸借

契約を結んで，地代を支払わなければならなく

なる。そして，このような仕組みは，現代のみ

ならず，過去の社会においても同様にみられた

のである。

そこで，本稿では，この現代からの視点を生

かし，一度設定されたワクフがいかに存続・変

容するかではなく，過去に設定されたワクフが

いかに後世の社会における不動産をめぐる権利

関係に影響を与えたかという問題を扱いたい。

このような視角からワクフを扱う研究はこれま

でのところ存在しない。具体的に扱うのはテヘ

ラン中心部，およびテヘラン南部の土地をワク

フ財とする「チャハールダフ・マアスーム

・（Chahārdah Ma(sūm）のワクフ」である。チャ

ハールダフ・マアスームとは「１４名の無�者」

の意味で，預言者ムハンマド，その娘ファーテ

ィマ，ファーティマの夫アリーを初代イマーム

とする１２イマーム・シーア派の１２人のイマーム

達を指し，サファヴィー朝期（１５０１～１７３６）以

降イランの国教となったこの宗派で，特に崇敬

の対象となっている。１９７０／７１年にテヘランに

関する地方史を著したボラーギーによれば，そ

の起源はサファヴィー朝のシャー・アッバース

（在位１５８７～１６２９）によってヒジュラ暦１０１７

［１６０８／０９］年に設定されたワクフであり，当

時は市の南部から中心部にいたる広大なもので

あった。しかし，１８世紀のサファヴィー朝の滅

亡後，混乱が生じ，一部は墓地となった。この

墓地はさらに２０世紀後半にモハンマド・レザー

・パフラヴィー（在位１９４１～７９）によって１００

軒あまりからなる住宅地に変えられた（注３）。し

かし，ワクフに関する問題は残り，１９５７年には

ワクフ管財人がその管理権を確認する訴訟を２

つ起こし，その結果，テヘラン南部の７カ所，

計１５万４７１７．５平方メートルがワクフ財と認めら

・れたという［Hoseynı̄ Bolāghı̄１３５０，１５―１９］。彼

の提示する情報は貴重ではあるが，歴史の部分

に関しては多分に推測を含んでいる。ワクフ庁

に存在する文書史料は，これらを訂正すると同

時に，１９世紀においてこのワクフがどのような

存在であったかを示してくれるのである（注４）。
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なお，このワクフに関する事実関係はかなり

込み入っているため，その整理のために稿末に

年表を付した。適宜参照されたい。

Ⅰ １９世紀末におけるワクフの概要

実はチャハールダフ・マアスームのワクフに

関するファイル［Chahārdah］には，その規定

やワクフ財の詳細を示すワクフ証書が含まれて

いない。とりあえず，問題となっているワクフ

財の四囲をまとまって示しているのは，ヒジュ

ラ暦１３０８年ズール・ヒッジャ月［１８９１年７―８月］

のガージャール朝（１７９６～１９２５）ナーセロッ・

ディーン・シャー（在位１８４８～９６）の勅令であ

る［Chahārdah doc．２３］。これによれば，四囲は

以下の通りであった。

市外 １．バーゲ・シャー（Bāgh−e Shāh）

２．ナーズ・アーバード（Nāz−ābād）街

道（＝ゴム街道）（注５）

３．シャー・アブドル・アズィーム

・（Shāh (Abd al−(Azı̄m）街道（注６）

４．アリー・アーバード（(Alı̄−ābād）谷

市内 １．ホダーバンドルー（Khodābandlū）

小道

２．ワクフの小バーザール

３．故人の邸宅

４．濠（khandaq）として知られる公道

これらの四囲は財務官の故ハーッジー・ミー

・ルザー・ナスロッラー（Mı̄rzā Nasr ollāh Mostowfı̄）

（在職１８５３～８７）（注７）によって台帳に記載され

たという。市内（＝市壁内）の分がやや不明確

であるが，１２８１［１８６５］年付のウラマーのホク

ム（法裁定）（注８）によれば［Chahārdah doc．１３］に

よれば，「故人」が先代セパフサーラール（Mı̄rzā

・Mohammad Khān Sepahsālār）（注９），「ワクフの小

バーザール」が近くのマルヴィー学院（Madrase−e

Marvı̄）のワクフ財であることが明らかとなる。

これらのワクフ地のおおよその境界を，１８５９

／６０年および１８９１年発行の古地図［Krziz; (Abd

al−Ghaffār］や現在の地図を利用して，地図上

に示したのが，図１である。市外の「王の庭園」

を意味するバーゲ・シャーは１２７７年サファル月

１０日［１８６０年８月２８日］および１２７９年サファル

月１日［１８６２年７月２９日］の賃貸借証書によれ

ば「現在は墓地となっている」とあり［Chahārdah

doc．１１，doc．１２］，この墓地とは１８９１年発行の古

地図に示されている旧市壁南側にある墓地のこ

とを指すと考えられる。ただし，市外とはいっ

てもナーセロッ・ディーン・シャーによって

１８６８年から築かれた新市壁の内部になる。今日

の地図ではかると，市外のワクフ地はおおよそ

上底２．０キロメートル，下底２．２キロメートル，

高さ７．５キロメートルの台形，市内のそれは上

底９０メートル，下底１３０メートル，高さ２５０メー

トルの台形状の土地である。市外の分の面積は

約１５７５万平方メートル（＝１５７５ヘクタール）と

いう広大なものである。ただし，当時はすべて

の土地が利用されていたわけではなく，荒蕪地

も多く含んでいたと考えられる。

ワクフ管財人の一族はホセイニー系のサイエ

ド（預言者ムハンマドの孫フサイン［６２６～６８０］

を名祖とする預言者の聖裔）で，テヘラン南方の

町レイ出身のミール・ガンバル・アリー（Mı̄r

Qanbar (Alı̄）という人物の子孫とされており，

１９５７年の訴訟の原告もこの人物の名前を姓とし

ている。ただし，諸史料にあたってもこのミー

ル・ガンバル・アリーがいつの時代の人物なの

か，明確ではない。おそらくはサファヴィー朝

ワクフと私的所有権
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後期の人物と考えられる。

もっとも，史料を読み進めていくと，この１９

世紀末の状況もさまざまな経緯を経て成立した

ことがわかる。特に，市内のワクフ地の確定に

は１８５６年の訴訟が重要な役割を果たしている。

まず，この訴訟を紹介しよう。

Ⅱ １８５６年の訴訟とその背景

テヘランの有力な法学者アンダルマーニー

・（Mı̄rzā Mohammad Andarmānı̄）が発した１２７２年

シャッワール月［１８５６年６／７月］のホクムが

この訴訟の内容を示している［Chahārdah

doc．１０］（注１０）。これによれば，チャハールダフ

・マアスームのワクフの管財人であるアーガー

・サイエド・アーガー（Āqā Sayyed Āqā）の代

理人が，アーガー・ミールザー・バーゲル（Āqā

Mı̄rzā Bāqer）ら６名を告訴した。被告は６通の

賃貸借証書によって，この市内の住宅地である

ワクフ地を合計５４トマーンで賃借しているにも

かかわらず，賃貸料を支払わなかったという。

被告の主張は，

我々，１人１人が居住しているところは，

みな，家屋も敷地も我々の私有物であり占有

物である。我々には権利があり，提出された

ような賃貸借証書はあずかり知らぬ。

というものであった。

大勢の証人が証言に立ち，その多くが前節で

述べた市内のワクフ地の四囲が正しいことを証

言した。それどころか，この土地の家屋に居住

するほかのものたちも自らがワクフ地の借地人

であり，ワクフ管財人のもとにある賃貸借証書

は真正であると証言した。著名な法学者のチャ

・ー ル メ イ ダ ー ニ ー（Mollā Mohammad Ja(far

Chālmeydānı̄），テヘランの名家であるアハヴィ

ー・サイエド家のサイエド・ヤフヤー（Sayyed

・Yahyā Akhavı̄）ら特に有力な３名の証言を加えて，

アンダルマーニーは市内のワクフ地の四囲を確

認し，原告が管理権をもつことを認め，被告は

原告に対して賃貸料を支払うよう命じた。

この事件は，単に賃貸料を惜しんだ借地人で

あった被告が敗訴したというだけのことなので

あろうか。そのように解釈するには，証人の数，

顔ぶれが大仰であるように思える。被告はワク

フ地を自らの私有地であると主張しえたのであ

り，そして，それを否定するために多くの証人

が必要であったのである。その理由として，ま

ず，考えられるのはワクフ証書が存在しなかっ

たことである。通常，ワクフ関係の訴訟では，

証人の証言だけではなく，ワクフの規定とワク

フ財の詳細を定めたワクフ証書が参照され，こ

れに基づいて判決が下される。しかし，この訴

訟に関する文書にはワクフ証書に関する言及は

なく，ワクフ財の詳細──この場合はワクフ地

の境界──は文書の上では不明であった。この

ため，多くの有力な証人が動員される必要があ

ったのである。

さらに，他の文書を読み進んでいくと，実は，

このホクムが，一連の文書のうちで，前述の市

内のワクフ地の四囲に言及した最初の文書であ

ることがわかる。しかも，これ以前の文書には，

ミール・ガンバル・アリー家が市内のワクフ地

を管理していなかったことを示唆する文書すら

あるのである。

まず，１２５８年サファル月１２日［１８４２年３月２５

日］付の賃貸借証書によれば，アーガー・ナギ

ー・ガズヴィーニー（Āqā Naqı̄ Qazvı̄nı̄）なる人

物が，市内のチャハールダフ・マアスームのワ

ワクフと私的所有権
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クフ地１００平方ザル（zar(）（＝１００平方メートル強）

をムーサヴィー系（１２イマーム派第７代イマーム，

ムーサー・アル・カーズィム［７４５～７９９］を名祖

とする）サイエドのサイエド・ユーソフ（Sayyed

Yūsof Mūsavı̄）より，期間３年間，賃料６トマ

ーンで賃借した［Chahārdah doc．７］。ミール・

ガンバル・アリー家は前述のようにホセイニー

系のサイエドであるから，明らかに別の家系の

人物がワクフ地を管理していたことを示してい

る。

さらに時代を�って，ワクフ庁所蔵の文書と

は別に，市内のワクフ地の東側に隣接するマル

ヴィー学院の１２３１年ズール・カアダ月［１８１６年

９～１０月］付のワクフ証書が公刊されており

［Marvı̄］，このなかにチャハールダフ・マアス

ームのワクフ地が登場する。マルヴィー学院に

付属する学生の飲用とワクフ財の公衆浴場の水

源として用いられた井戸の敷地と，マルヴィー

学院の別棟の小マドラサの敷地は，チャハール

ダフ・マアスームのワクフ地のなかに含まれて

いた。そこで，マルヴィー学院を建設したモハ

・ ・ンマド・ホセイン・ハーン（Mohammad Hoseyn

Khān Marvı̄）は，この井戸に対してテヘラン市

内のバーザールにある飼葉屋，サンゲラジュ

（Sangelaj）区にある麺麭屋，ウードラージャ

ーン（(Ūdlājān）区にある焼肉屋，計３軒の店

舗をワクフとした。その上で，期間１００年で井

戸と小マドラサの敷地の賃貸借契約を結び，井

戸のワクフの３軒の店舗の収入からこの敷地の

賃借料をチャハールダフ・マアスームのワクフ

に対して支払うよう定めた［Marvı̄ ６１―６２，６９］。

つまり，マルヴィー学院の井戸に対するワクフ

の収入から，この井戸と小マドラサの敷地の賃

貸料がチャハールダフ・マアスームのワクフに

対して支払われることとなったのである。

ただ，ここで問題なのは賃貸借契約のチャハ

ールダフ・マアスームのワクフ側の人物がワク

フ管財人ではなく，「イマームの全般的な代理

人たる十全なる条件をそなえた高位の法学者」

（モジュタヘド）であることである。こうした

法手続きは，たとえば，所有者不明の土地を賃

貸借する場合に行われるものであり（注１１），つま

り，この時点ではチャハールダフ・マアスーム

のワクフには通常の管財人は不在で，法学者が

管理する状態であったことを示している。やは

り，ミール・ガンバル・アリー家はこの時点で

はまだ，市内のワクフ地の管理を行ってはいな

かったのである。

以上のことから，１９世紀の前半には市内のワ

クフ地の管理は，法学者や別のサイエドに委ね

られていたと考えられる。ワクフ証書が存在し

なかった以上，ワクフ財の範囲やワクフ財から

の収益の用途，さらにはワクフ管財人に関する

規定もまた文書の形では残っていなかったので

あり，ワクフが実際にどのような形で運営され

ていたかは，かなり疑問があり，形骸化してい

たことが考えられる。「自らの私有地である」

と主張した被告はそうした状況のなかで，実際

に購入等の手続きで住宅を「所有」するに至っ

ていた可能性もある。その場合には，１８５６年の

訴訟で登場したミール・ガンバル・アリー家は，

彼らにとっては，後から登場して自らのワクフ

管理権を主張し，ワクフの実行を迫る突然の闖

入者ということになる。こうした事情が，被告

にワクフの存在そのものを否定する主張を許し，

また，その主張を斥けるのに多くの有力な証人

を必要としたと考えられる。

それでは，この原告はいかにしてワクフ地の

中東における不動産所有と法
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管理権を得たのであろうか。それを知るために

は，このワクフの起源を探る必要がある。

Ⅲ ワクフの起源と変容

当該のファイルでもっとも古い日付をもつ文

書は１１３６年ムハッラム月［１７２３年１０～１１月］付

けの勅令の写しである。写しにはシャー・ソル

ターン・ホセイン（在位１６９４～１７２２）の勅令とい

う説明があるが，年代，内容からして次のシャ

ー・タフマースプ２世（在位１７２２～３２）のもの

と考えられる。内容は，レイ地方にあるチャハ

ールダフ・マアスームのワクフ財（vaqfı̄−e sarkār
・

―
・

・−e feyz −āsār−e hazarāt−e motahhar−e chahārdah

・ma(sūm）である土地と水利権から，ミール・

ガンバル・アリーの相続人であるモハンマド・

・アリー（Mohammad (Alı̄）ら５名の兄弟に，総

計現金１６トマーンと穀物１６ハルヴァール（１

・kharvār＝３００キログラム）の年金（vazı̄fe）を与え

るというものである。具体的なワクフ財として

は，４つのガナート（地下用水）とキャン（Kan）

川の水利権，およびテヘラン市外のワクフ地が

挙げられている。そして，モハンマド・アリー

ら５名が自らこれらのワクフ地を開墾・耕作し

て，上記の年金を受け取るように，また，チャ

ハールダフ・マアスームのワクフ財の差配たち
・

―（mobāsherı̄n−e mowqūfāt−e sarkār−e feyz−āsār）

は，これらの土地をモハンマド・アリーらに占

有させるよう，命じている［Chahārdah doc．１］。

この勅令の内容を理解するためには，サファ

ヴィー朝時代のチャハールダフ・マアスームの

ワクフの制度について知る必要がある（注１２）。フ

ラグナーによればチャハールダフ・マアスーム

のワクフはシャー・タフマースプ（在位１５２４～

７６）の時代まで�ることができるという

［Fragner１９８６，５２１］。フラグナーが何を念頭

においているかは明示されていないが，おそら

くはタフマースプの末妹，シャーザーデ・ソル

・ターノム（Shāhzāde Soltānom）のワクフのこと

であろう（注１３）。彼女は９６９［１５６２］年に没する以

前に，シールヴァーン（現アゼルバイジャン共

和国）からエスファハーンに至るさまざまな地

方の土地をチャハールダフ・マアスームに対す

るワクフとした。ワクフ管財人は兄のタフマー

スプ，その後はその時代の王が継承することに

なっていた。用途としては，ファーティマの子

孫である１２イマーム派のサイエドで，ソユルガ

ル（税から支出される年金）のない男性および

夫のない女性に対して与えられることになって

・いた［Kholāsat ４３０―４３１］。このワクフ財にはテ

ヘラン周辺のレイやシャフリヤールの土地が含

まれており，前述の勅令で言及されるワクフが

この一部だった可能性はある。

より有名なのはシャー・アッバースによるチ

ャハールダフ・マアスームに対するワクフであ

り，これに関しては，１０１３［１６０４／０５］年のワク

フ証書の写しが伝世している［(Abbās Ⅰ６５―６９，

Ⅱ１８６―１９３，Ⅲ１２―１３］（注１４）。その詳細に関しては

McChesney（１９８１）を参照されたいが（注１５），重

要なのは，やはり，ワクフ管財人がその時代の

王であること，預言者ムハンマドと初代イマー

ムに対するワクフの収入の半分がイマーム・フ

・サインの子孫であるサイエドの年金（vazı̄fe）

や扶持（madad−e ma(āsh）に，チャハールダフ

・マアスーム全員に対するワクフの収入の半分

がファーティマの子孫であるサイエドに対する

年金や扶持となっている点である（注１６）。さらに

別の史料によれば，アッバースは割付手形

ワクフと私的所有権
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（barāt）を発行して，どのワクフ財からいくら

の年金が誰に与えられるかを示したという

［Monajjem ３３９］。ただし，このワクフ証書の

写しにはワクフ財のリストが省略されてお

り（注１７），また別の史料のワクフ財のリストも不

完全とはいえ，エスファハーンのものが多く，

レイ地方のそれに関する言及はない［Monajjem

３４０―３４１；McChesney１９８１，１７６］。したがって，

問題のチャハールダフ・マアスームのワクフは，

ボラーギーのいうシャー・アッバースのもので

はなく，シャーザーデ・ソルターノムのもので

ある可能性の方が高いが，確証はない。むしろ，

設定者が誰かが問題にならないこと自体がこの

ワクフの特徴でもある。

つまり，このワクフはサファヴィー朝のシャ

ー・アッバース期以降，専門の大臣（vazı̄r）や

財務官（mostowfı̄）がおかれ，国家によって管

理されたのである。たとえば，近年刊行された

年代記の１０４６［１６３７］年の任命記事で「神の御

座の位階にあり，天使の住処の高みにある高貴

なる方々の新しいワクフ財の大臣職」（vezārat

・
・−e mowqūfāt−e jadı̄dı̄−e sarkār−e hazrāt−e (āliyāt−e

・sedre−martabāt−e (arsh−darajāt）という官職が登

場する［Khold ２５０］。また，別の年代記には「チ

ャハールダフ・マアスームの恩寵あきらかなる

部門のワクフ財の大臣職」（vezārat−e mowqūfāt

・
― ・−e sarkār−e feyz−āsār−e chahārdah ma(sūm）が現

れる［Shahriyārān ２７３］。これらは明らかに，

行政手引書史料の「チャハールダフ・マアスー

ムのワクフ財の大臣」（vazı̄r−e mowqūfāt−e

・chahārdah ma(sūm）［Alqāb ４８］，「恩寵あきらか
・

―なる部門の大臣」（vazı̄r−e sarkār−e feyz−āsār）

―［Tazkerat ４４，Dastūr ５５３］，「ワクフ財大臣」

（vazı̄r−e mowqūfāt）［Dastūr ５５３］に対応する，

チャハールダフ・マアスームのワクフを管理す

る大臣に対応する。従来の研究では，行政手引
・

―書史料における “Sarkār−e Feyz −āsār”（恩寵あき

らかなる部門）という術語がチャハールダフ・

マアスームのワクフを示すことに十分な理解が

なかったが，この文書と年代記史料の対照によ

り，容易に理解される（注１８）。要するに，通常の

ワクフのようにワクフ証書の規定によってでは

なく，王の勅令によってワクフ財の用途が定め

られたのは，このワクフが王を管財人とする国

家管理のワクフであるためなのである。したが

って，このタフマースプ２世の勅令に現れた「ワ

クフ財の差配」も，国家の側から派遣された実

際にワクフ収入をワクフ地から徴収し，差配し

ていた官吏を指すと考えられる。

以上のような制度が背景としてあるが，前述

のタフマースプ２世の勅令にはひとつだけ，制

度を逸脱している点がある。それはミール・ガ

ンバル・アリー家一族が，ワクフ地の差配から

年金を受領するのではなく，自らワクフ地を占

有し，耕作して，年金分の収入を得るよう命じ

ている点である。明らかに，アフガーン族の侵

攻と１７２２年のエスファハーン陥落による政治的

混乱を背景としている。サファヴィー朝の行政

機構はもはやワクフ地を自ら管理することがで

きず，それをワクフからの年金受給者であるサ

イエドに委ねてしまったのである。

ところで，この勅令に示されている市外のワ

クフ地の四囲は以下の通りである。

西 タフテ・サング（Takht−e Sang）（位置不明）

東 ケナーレゲルド（Kenaregerd）街道

（ゴム街道）

北 バーゲ・シャーとガズヴィーン門の土地

［南］シャー・エブラーヒーム（Shāh Ebrāhı̄m）

中東における不動産所有と法
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とナーズ・アーバードの土地

１９世紀末には西の境界であったゴム街道が東の

境界となっており，また，旧市壁西端の門であ

るガズヴィーン門についての言及があるなど，

全体に大きく西へずれている。したがって，「バ

ーゲ・シャー」もアブドル・アズィーム門外で

はなく，ガズヴィーン門外のそれを指すと考え

られる（注１９）。また，シャー・エブラーヒームが，

今日エマームザーデ・エブラーヒームと呼ばれ

る聖�（注２０）であるとすると，当時はさらに４キ

ロメートルほど南に広がっていたことになる

（図２）。ワクフそのものは継続しているもの

の，驚くべきことに，恒久的であるはずのワク

フ地の範囲が東へ移動したことになるのである。

その後の文書をみてみると，１１４３［１７３１］年

のアフシャール朝（１７３６～９４）ナーデル・シャ

ー（在位１７３６～４８）の勅令は，基本的に前述の

勅令を追認するものであり，依然チャハールダ

フ・マアスームのワクフ財を管轄する財務官や

差配に対する指示が含まれている［Chahārdah

doc．２］。そして，１２１２［１７９８／９９］年，ミール・

ガンバル・アリー家一族の請願状を受けて発せ

られたガージャール朝ファトフ・アリー・シャ

ー（在位１７９７～１８３４）の勅令では，税や財政上

の問題がないため，ワクフ地をミール・ガンバ

ル・アリー家一族に委ね，年金の代わりとする

よう命じているが，そこには，このワクフを直

接管轄する官吏への言及はなく，テヘラン知事

に対してのみ指示がある［Chahārdah doc．３］。つ

まり，ここにおいて国家はこのワクフに対する

管理を完全に放棄し，ミール・ガンバル・アリ

ー家一族は通常のワクフ管財人となったのであ

る。このワクフは，国家管理のワクフから，完

全にサイエド一族が管理する通常のワクフに変

化したことになる。ただし，元来サファヴィー

王家によって全国的な規模で設定されたもので

ある以上，このワクフに関する個別のワクフ証

書は存在しない。ワクフ収入の用途に関しても，

個別のワクフ証書の規定は存在しないため，基

本的には勅令で定められた用途，すなわち，管

財人であるミール・ガンバル・アリー家一族へ

の年金か，もしくは管財人の完全な自由裁量で

他の用途に用いられたと考えるべきであろう。

四囲に関してはこのミール・ガンバル・アリ

ー一族の請願状のなかで，初めてアブドル・ア

ズィーム街道が境界として現れる。管財人が政

治的混乱を利用して，意図的に東へワクフ地を

広げた可能性が高い。また，１８４２年に作成され

た『王室財産・ワクフ財目録』（注２１）においても，

このワクフ地は「ナーデル・シャーの台帳には

記載されているが現在はどこだかわからないも

・の」として記載されているが［Khālese−M Ⅰ１５１，

Ⅱ１６６］，これは記録が失われ，四囲がもはや国

家の側でも正確にはわからなくなっていたこと

を示している。そして，この部分は，１８５３年頃

に作成された次の『王室財産・ワクフ財目録』

・では完全に削除されており［Khālese−N］，実質

的にも名目的にも国家の管理を完全に離れたこ

とがわかる。

ここに，元来，国家管理のワクフからの年金

受給者であったサイエドの一族が，政治的混乱

の結果，ワクフ管財人として自らワクフ地を管

理し，自らの収入とするに至った過程が明らか

となった。ただし，ここで紹介した３通の勅令

は，基本的に市外のワクフ地に関するもので，

前節で問題となった市内のワクフ地については

まったく言及がない。いかにしてミール・ガン

バル・アリー家一族が市内のワクフ地をも管理

ワクフと私的所有権
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旧市壁（旧市壁（16Ｃ建設）

バーゲ・シャー？

アブドル・アズィーム門アブドル・アズィーム門アブドル・アズィーム門

ガガガ

ゴ
ム
街
道

ア
ブ
ド
ル
・
ア
ズ
ィ
ー
ム
街
道

Naz abad

'Ali abad

Shah Ebrahim

Shah 'Abd al-Azim

0 1km

図２ １８世紀のチャハールダフ・マアスームのワクフ地

（出所）筆者作成。
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下におくようになったのか，直接の史料はない

が，市外のワクフ地の管理権を入手したことに

よって，自らを「チャハールダフ・マアスーム

のワクフの管財人」であると主張しえたことが

その糸口となっていることは間違いない。ワク

フ証書が失われ，サファヴィー朝の制度が忘れ

去られた１９世紀においては，彼らが「チャハー

ルダフ・マアスームのワクフの管財人」である

以上，たとえ本来は関連がなくても，同様に「チ

ャハールダフ・マアスームのワクフ地」として

知られる土地が彼らによって管理されるのはき

わめて自然だからである。さらに，当時ワクフ

管財人であったアーガー・サイエド・アーガー

の住居が，この市内のワクフ地の近隣であった

ことも［Āmār ７０；Nofūs ９３］（注２２），影響があっ

たに違いない。

ただし，法的には先述のアンダルマーニーの

ホクムで決着したあとも，市内のワクフ地に関

してはさまざまな異論や抵抗が存在したようで

ある。具体的に賃借料不払いの内容を示したの

は，アンダルマーニーのホクムのみである

が，１２８１年ズール・ヒッジャ月［１８６５年５／６月］

には，同様に，市内のワクフ地の管理権と四囲

を確認し，賃借料の支払いを命じる証書型のホ

クムがある法学者によって発せられた

［Chahārdah doc．１３］。また，アンダルマーニー

の没後，もっとも有力な法学者であったモッラ

ー・アリー・キャニー（Mollā (Alı̄ Kanı̄）の１２８８

年サファル月［１８７１年５／６月］のホクムは，市

内と市外の両方のワクフ地に言及し，ミール・

ガンバル・アリー家一族の管理権を承認し，ワ

クフ地の住人に賃借料を払うよう命じたもので

ある。これは，幾人かがこの土地がワクフであ

ることと管理権に関して，異論を唱えたために

発行されたものであり，しかも，キャニーのほ

か，チャールメイダーニー，キャラーンタリー

・（Hājjı̄ Mirzā Abū al−Qāsem Kalāntarı̄），アーシュ

・ティヤーニー（Mı̄rzā Hasan Āshtiyānı̄）らテヘラ

ンの有力な法学者ら６名（注２３）が押印して追認し

た［Chahārdah doc．１６］。さらに１３１１［１８９４］年

にはやはり問答型のホクムが計３通発せられて

いる［Chahārdah doc．２４，２５，２６］。いずれも市

内のワクフ地の四囲を追認するもので，そのう

ち２通は，ホクムの発行者である法学者自身が，

ワクフ地の賃貸借証書に押印したことを認めて

いる［Chahārdah doc．２５，２６］。ワクフ地に関す

る異論が残り，賃借料の不払いが続いていたこ

とを示している。また，別の文書により，１２９１

年ラビーアⅡ月［１８７４年６月］にこのワクフ地

の上の住宅が，カルバラーにおけるイマーム・

フサインの殉教について語る殉教語り
・（rowzekhānı̄）のためにワクフとされたことが

判明するが，その条件のなかに敷地の賃借料に

関する言及はない［Zargar］。

同時に，ワクフの内容についても１９世紀にお

いては当時流の解釈がなされていた。前述のキ

ャニーのホクムは，ワクフの収入を「イマーム

・フサインの哀悼行事やその他の用途に」用い

るように述べている［Chahārdah doc．１６］。１９世

紀においては，チャハールダフ・マアスームや

イマームに対するワクフは，実際の内容として

は，毎年ムハッラム月やサファル月に行われる

カルバラーで殉教したイマーム・フサインに対

する哀悼行事の後援が主流であった。当然のこ

とながら，先述のシャーザーデ・ソルターナム

のワクフに関する記述やシャー・アッバースの

ワクフ証書には哀悼行事に関する言及はまった

くない。しかし，キャニーの見解では，このワ

ワクフと私的所有権
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クフは，１９世紀の他の多くのワクフ同様，イマ

ームの哀悼行事に関して用いられるべきであっ

たのである。ただし，キャニーの見解通りにワ

クフ収入が実際に哀悼行事に用いられたのかど

うかは定かではない。

一方，永遠に不変であるはずのワクフ地が，

市外のそれの場合には，１８世紀前半の文書との

比較において，１９世紀末の文書では四囲が大き

く東に移動しているという興味深い事実が判明

した。それでは１９世紀末の市外のワクフ地の四

囲はどのようにして，成立したのであろうか。

Ⅳ ワクフ地の移動と浸食

前節で述べたように，１８世紀の２通の勅令で

はゴム街道が東の境界となっていた。これを初

めてアブドル・アズィーム街道まで広げたの

は，１８世紀末のファトフ・アリー・シャーに対

するミール・ガンバル・アリー家一族の請願状

であった。

そして，１２５１年ジョマーダーⅠ月２日［１８３５

年８月２６日］付の法学者モッラー・アボル・ハ

・サン（Mollā Abū al−Hasan）の証書型ホクムにお

いては，チャハールダフ・マアスームのワクフ

地はガズヴィーン門ではなく，「アブドル・ア

ズィーム門の外にある」と説明されており，重

点が東に移動していることがわかる。東の境界

はアブドル・アズィーム街道，西の境界はタフ

テ・サングおよび「ナーズ・アーバード通り」

（shār(−e Nāz−ābād）となっている［Chahārdah

doc．４］。「通り」という言葉では，これがゴム

街道を示すのかどうか判然としない。

このホクムは，そもそも，故ファルラーシュ

・・バーシー（Mohammad Karı̄m Khān Farrāsh−

・bāshı̄ Tehrānı̄）のワクフ浸食に対処するために

発せられたものであった。彼は，シャー・エブ

ラーヒームの土地，およびチャハールダフ・マ

アスームのワクフ地の一部を勝手に占有し，「キ

ャリーム・アーバード」（Karı̄m−ābād）という

名の枝村（mazra(e）にしてしまった。モッラー

・アボル・ハサンはこれをワクフに戻そうとし

たが果たせず，故ファルラーシュ・バーシーが

その土地を売却した相手から，一部を買い戻し，

ワクフに再度加えた。したがって，三方の境界

は前述の通りであるが，（南にあたる）４番目の

境界は，キャリーム・アーバード枝村のガナー

ト（地下用水）となったと述べる［Chahārdah

doc．４］。図２でみられる南端のワクフ地が，高

官の違法行為によって浸食されてしまったので

ある。

南の境界に関して，アリー・アーバード村が

最初に登場するのは，１２５７年ラジャブ月１４日

・ ・［１８４１年９月１日］の合意証書（mosālehe−nāme）

である。この証書によって，当時チャハールダ

フ・マアスームのワクフの管財人であったミー

ル・ガンバル・アリー家のアーガー・サイエド

・バーゲル（Āqā Sayyed Bāqer）は，ワクフ地を

宰相ハーッジー・ミールザー・アーガースィー

・（Hājjı̄ Mı̄rzā Āqāsı̄）に対して，太陰暦で３年間，

賃貸料計１５０トマーンで，賃貸した。ワクフ地

全体が東に広がったこと，南端が浸食にあって

いることを反映して，アリー・アーバード村が

南の境界として現れたのである。ただし，この

時点ではナーズ・アーバード，シャー・エブラ

ーヒームと併記されていた。またこの証書では，

「アブドル・アズィーム門とガズヴィーン門の

間の市外の土地」という表現で，依然ガズヴィ

ーン門への言及が残っており，西の境界も正確
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な位置は不明であるがやはりタフテ・サングで

ある［Chahārdah doc．６］。

さらに，１２６０年ラジャブ月１５日［１８４４年７月

３１日］付の証書型ホクムによれば，やはりワク

フ管財人であった前述のアーガー・サイエド・

バーゲルとテヘラン市西部の行政区，サングラ

ジュ区の区長（kadkhodā）の間にワクフ地の境

界をめぐって，争いが起こった。テヘランの長

達（rı̄shsefı̄dān）が証言し，両者のもつ関係文

書が調べられ，結局，「ナーズ・アーバード街

道」（jāde−e Nāz−ābād）より西で，アブドル・ア

ズィーム街道に至るまでがワクフ地であるとい

うことで決着した［Chahārdah doc．８］。この「街

道」は明らかにゴム街道を示し，ここに西の境

界は確定したのである。これ以降，市門に関し

てもサファヴィー朝期に存在したガズヴィーン

門に関する言及は姿を消し，１２７７年サファル月

１０日［１８６０年８月２８日］および１２７９年サファル

月１日［１８６２年７月２９日］の賃貸借証書で賃貸

に出されたワクフ地は「アブドル・アズィーム

・門とモハンマディーエ（Mohammadiyye）門の

外にある」と説明されている［Chahārdah

doc．１１，１２］。後者の文書では南の境界からシ

ャー・エブラーヒームとナーズ・アーバード村

が消え，アリー・アーバード谷についてのみ言

及があり，第Ⅰ節で紹介したナーセロッ・ディ

ーン・シャーの勅令のワクフ地の境界の記述に

一致している。ここに，１９世紀末のワクフ地の

境界が確定したのである。

ところが，この境界ですら，さらなる浸食に

よって脅かされていた。この脅威は，テヘラン

州のヴァズィール（副総督）職を父子で務めた

ミールザー・イーサー（Mı̄rzā (Īsā Vazı̄r，在職

１８６７～７４，１８９１～９２）によってもたらされた。

１３０６年ラジャブ月［１８８９年３／４月］付の賃貸借

証書によれば，彼は太陽暦で３年間，４２０トマ

ーンの賃貸料でワクフ地を賃借した。賃借した

ワクフ地は，新旧アブドル・アズィーム門とモ

ハンマディーエ門に挟まれた土地，すなわち，

旧市壁の外で，１８６８年に建設に着工した新市壁

の内側であった［Chahārdah doc．１９］。

ただし，チャハールダフ・マアスームのワク

フの管財人であったミール・カンバル・アリー

家のアーガー・サイエド・アーガーがナーセロ

ッ・ディーン・シャーに宛てた３通の請願書に

よれば，ミールザー・イーサーの賃借はこの文

書以前から行われていたようであり（注２４），また，

新市壁の外の土地も賃借していたようである。

日付はないもっとも古いと考えられる請願書で

は，３年にわたってミールザー・イーサーが賃

借料を支払わずにアブドル・アズィーム門外の

ワクフ地を占有していることを述べ，土地を引

き渡すよう勅令を発して欲しいと訴えている

［Chahārdah doc．２０］。１３０８年ラビーアⅠ月［１８９０

年１０／１１月］の請願書は，ミールザー・イーサ

ーは当初は賃貸料を支払っていたが，その後は

支払わず，５０００トマーンでワクフ地の一部を売

却し，さらに氷室（yakhchāl）を建設して売却

したと述べる［Chahārdah doc．２１］。さらに，日

付なしの別の請願書では，市外（新市壁外）の

土地では農業を経営し，市内（新市壁内）の土

地は１万トマーン相当分を売却してしまったと

する［Chahārdah doc．２２］

ナーセロッ・ディーン・シャーは，最初２つ

の請願書に対しては司法大臣に，最後のものに

対してはテヘラン総督に調査を命じている。実

は，これらの調査の結果として発せられたと考

えられるのが，第Ⅰ節で紹介した１３０８年ズール
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・ヒッジャ月［１８９１年７／８月］の勅令である。

内容的には，市内，市外のワクフ地の四囲を示

し，これを遵守させるようテヘラン総督カーム

ラーン・ミールザー（Kāmrān Mı̄rzā）に命じる

ものであった。

この勅令がどのように実行されたのかは不明

であるが，少なくとも新市壁外の土地の管理権

を回復したことは，１３１３年ジュマーダーⅡ月１６

日［１８９５年１２月４日］付の賃貸借証書において，

シャーの母方の従弟で娘婿にあたるマジドッ・

ド ウ レ（Mahdı̄ Qolı̄ Khān Majd al−Dowle

Khānsālār）が，新市壁外のワクフ地を現金２０００

トマーン，１００ハルヴァールの小麦および１００ハ

ルヴァールの藁を賃借料として１０年間賃借して

いることで明らかである［Chahārdah ２７］。新

市壁内の分に関しては，１８９１年の地図には煉瓦，

鉄，石膏の焼き窯を中心に「チャハールダフ・

マアスームの土地」が示されているものの，そ

の範囲は明確ではなく［(Abd al−Ghaffār］，関連

する文書もないことから，大規模な浸食を被っ

たことも十分に考えられる。

ワクフ地の「移動」の原因のひとつがこれら

のワクフの浸食であったことは確かであるが，

このような激しい浸食はなぜ起こったのであろ

うか。ワクフの浸食者たちは多くの場合，政府

の高官であり，しばしばワクフ地の賃借人とし

て登場する。チャハールダフ・マアスームのワ

クフのような広大なワクフ地の場合，特別な組

織をもたない通常のワクフ管財人がこれを一元

的に直接管理することはかなりの困難があった

と考えられる。したがって，広大なワクフ地を

大きな単位で賃貸に出さざるをえなかったが，

その場合の賃借人は，資力があり，権力機構を

利用してこれらの広い土地を管理しうる政府高

官がなる傾向があった。彼らがワクフ地を賃借

し，経営していく過程で，ワクフ管財人以外に

特に受益者をもたないワクフは容易に浸食され

てしまった。しかし，それでもなお，大元のワ

クフ証書もないにもかかわらず，管財人は法的

手段に訴えて，抵抗することができたし，また

抵抗し続けたのである。

お わ り に

１９世紀半ばのチャハールダフ・マアスームの

ワクフは，ワクフ証書もなく，ワクフ地の境界

もはっきりも定まらず，その収益の用途もワク

フ管財人であるミール・ガンバル・アリー家に

全面的に委ねられているようなかなり形骸化し

たワクフであったと考えられる。ワクフがその

ような状態は，その経緯に由来している。すな

わち，これは，サファヴィー朝期に設定され，

王朝滅亡後の混乱のなかで，自らの年金の財源

であった国家管理のチャハールダフ・マアスー

ムのワクフの一部を，管財人であるサイエドの

家系が私的に継承したものであったからである。

さらにテヘラン市内のワクフ地は，チャハール

ダフ・マアスームのワクフ地ではあったが，こ

のサイエド一族とは元来無関係であり，１９世紀

半ばに初めて「チャハールダフ・マアスームの

ワクフの管財人」として彼らの管理下に入った。

これらのワクフが当初設定されてから２００年以

上経過して，テヘランが首都として発展し，都

市が大きく変貌したことも，さらに混乱を助長

した。市外のワクフ地は，政治的混乱につけこ

んで拡大を図ったワクフ管財人の戦略と，逆に

ワクフ地に対してなされた浸食の結果，大きく

東へ移動することとなった。
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この事例は，従来の研究で紹介されたもの以

上にワクフの著しい変化の様相を示している。

本稿冒頭で言及したヴェルナーの示すザーヒリ

ーエ・マドラサの事例のように，ワクフ対象施

設が消滅し，用途や条件，管財人が変わっても，

その土地がワクフとされたという事実は残り，

形骸化したワクフ地として生き続けることはし

ばしばある［Werner１９９９；２０００，９９―１２１］。し

かし，この場合は肝心のワクフ地の境界すら移

動してしまっているのであり，およそ原形を留

めていないとすらいえる。だが，それほど激し

い変化を経て，形骸化しても，なお，そのよう

なワクフが２００年以上前に＜この周辺で＞なさ

れたという事実は残り，ワクフ管財人は場所が

変わってもワクフ財を確保し，絶え間ない浸食

にも対しても法的手段によって争うことができ

たのである。たとえ，これほどまでに変化し，

形骸化してもなおも後世の権利関係に影響を与

えることができるワクフ制度の核ともいえる拘

束性を，この事例にみることができるのではな

かろうか。つまり，一度設定されたワクフは，

たとえワクフ証書が失われ，境界や条件がわか

らなくなっても，ワクフされたという事実のみ

によって，時として後世の権利関係に影響を与

えうるということを，この事例は示しているの

である。

しかし，このようなワクフの性格は常に権利

関係をめぐる紛争を惹起せずにはおかない。「家

屋も敷地も我々の私有物である」という１８５６年

の市内のワクフ地に関する訴訟の際に現れた言

説には，ワクフ管財人の反対側からみた事実関

係が見え隠れする。彼らにとってみれば，ワク

フは自分たちの所有権を脅かす存在であったの

である。今回参照した文書では言及はなかった

が，市外のワクフ地の東への移動も，当然その

土地の現存の所有者がいたはずであるから，こ

のワクフが厳密に運用されれば，さらに大きな

軋轢を生んだと考えられる。しかも，永遠であ

るというワクフの原則により，これらの軋轢は

のちの時代まで継続する可能性が常にある。実

際に今回筆者が利用することができなかった大

量の２０世紀以降の文書の存在は，このワクフに

関する訴訟がさらに大規模に継続したことを示

しており，ボラーギーもその一端を伝えている。

ワクフをめぐる紛争の多発性に関して，１９世

紀に社会批判の書を著したガズヴィーニー

・（Mohammad Shafı̄( Qazvı̄nı̄）は以下のように述

べる。「ワクフ財の受益者」（khorande−e amlāk−e

vaqf）の面々は決して互いに争ってはならない，

なぜなら，訴願裁判所（dı̄vānkhānehā）の高官

たちとってありふれて無意味な事柄の最大のも

のは，ワクフ財をめぐる争いだからである」

［Qanūn ６６］。その状況はイスラーム共和制下

の今日，ワクフ慈善庁でみられる風景にも，一

脈通じるところがあるように思われる。ワクフ

の永続性は社会の維持安定には非常に有効なも

のであるが，と同時に，その永続性のゆえに後

代に紛争の種を残し，しかもいったん紛争が起

こればそれは長期間にわたることになるのであ

る。
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表１ チャハールダフ・マアスームのワクフ関連年表

１５６２以前 シャーザーデ・ソルターノム，チャハールダフ・マアスームに対するワクフ

１６１２－１３ シャー・アッバース，チャハールダフ・マアスームに対するワクフ

１７２３／１０－１１ シャー・タフマースプ２世の勅令
市外のワクフ地の四囲を示す ガズヴィーン門への言及
東辺がゴム街道 ミール・ガンバル・アリー家が自ら年金を
市外のワクフ地から取るよう命じる

１７３１ ナーデル・シャーの勅令
タフマースプ２世の勅令を追認

１７９８－９ ファトフ・アリー・シャーの勅令
市外のワクフ地の管理権をミール・ガンバル・アリー家に完全に委ねる
管財人は，東辺はアブドル・アズィーム街道と主張

１８１６／９－１０ マルヴィー学院のワクフ証書
市内のワクフ地をモジュタヘドから賃借

１８３５／８／２６ モッラー・アボル・ハサンのホクム
ファルラーシュ・バーシーの浸食により
南辺がキャリーム・アーバード用水になったことを証明

１８４１／９／１ ハーッジー・ミールザー・アーガースィーの合意証書
南辺がアリー・アーバード村に

１８４２ 『王室財産・ワクフ財目録』 １８４２／３／２５ サイエド・ユーソフ・ムーサヴィー
市外のワクフ地の場所不明 賃貸借証書により市内のワクフ地を賃貸に出す

１８４４ 証書型ホクム
ワクフ管財人とサングラジュ区長の境界争い
西辺がゴム街道に決定 東辺はアブドル・アズィーム街道

１８５３頃 『王室財産・ワクフ財目録』言及無し １８５６／７ アンダルマーニーのホクム
市内のワクフ地の四囲を確認
管財人はミール・ガンバル・アリー家
居住者に賃借料を支払うよう命ず

１８７１／５－６キャニーのホクム 市内と市外の両方のワクフ地に言及
ミール・ガンバル・アリー家の管理権を承認し，イマームの服喪行事等に用いるように，
また，ワクフ地の住人に賃借料を払うよう命ず

１８７４／６ 殉教語りのためのワクフ証書
市内のワクフ地の上の住宅がワクフとなる
賃借料への言及なし

１８９１／７－８ナーセロッディーン・シャーの勅令 市外，市内のワクフ地の四囲を示す
ミール・ガンバル・アリー家の管理権を確認

１８９４ 問答型ホクム３通 市内のワクフ地の四囲を確認

（出所）筆者作成。
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（注１）筆者はイランのワクフ慈善庁文書ワクフ

財・文書確認局にて，１９９８年，２００１年，２００２年，２００３

年，２００５年に資料調査を行った。目的は１９世紀のワ

クフ関係文書の閲覧にあったが，一方でこの部局は

いわばワクフ行政の現場であり，その間現代のワク

フ制度に関して，さまざまな知見を得ることができ

た。外国人としては異例のこのような度重なる調査

を許可され，さまざまな便宜をはかっていただいた

ワクフ慈善庁関係者の方々に感謝する。

（注２）以下本稿で「所有権」という場合には，

イスラーム法でいうところの物自体（(ayn），基体

（raqaba）の所有権を指し，使用利益（manfa(）の所

有権に関しては，これと区別して「用益権」という

言葉を用いる。こうしたイスラーム法の所有権の構

造に関しては，柳橋（２００４）参照。

・（注３）Farah−ābād。今日の地図にもその名前が

ある［Gı̄tā−shenāsı̄１３６４，１１９］。

（注４）このワクフに関する文書は，ワクフ慈善

庁文書ワクフ財・文書確認局にあるものだけではな

く，保存文書（asnād−e rāked）として別途に保管され

ているものもある（現在はレイ地区に保管）。ただし，

あまりに分量が膨大であるため，どちらも１９世紀に

関するものしか調査することができなかった。これ

らの文書は度重なる訴訟の結果，ワクフ慈善庁に残

されたと考えられる。

（注５）テヘラン南方の聖地ゴムへ至る街道。現

在のShahı̄d Rajā)ı̄通り。

（注６）テヘラン南部の聖�アブドル・アズィー

ム�へ至る街道。現在のFedāyyān−e Eslām通り。

（注７）１８９０年１月に没したこの人物に関しては，

坂本（１９８２，３―４，１７）。

（注８）ガージャール朝期のイランで，法を司る

高位の法学者が発した法に関する裁定。訴訟等個人

間の紛争の際に発せられたが，公権力によって強制

執行されるとは限らなかった。その詳細については，

近藤（２００５a）を参照。

（注９）邸宅の位置はKrzizに明記されている。近

・ ・代改革者として有名なMohammad Hoseyn Khān

Sepahsālārとは別人。

（注１０）当時のイランでは国家が任命したカーデ

ィー（裁判官兼公証人）ではなく，学識を積んだ高

位の法学者（モジュタヘド）が司法を担っていた。

こうしたアンダルマーニーを含む当時のテヘランの

法学者に関しては，近藤（２００５b）。また，当時の法

廷制度については，近藤（２００４）。本稿の事例は法廷

制度に関する拙稿を補うものでもある。

（注１１）たとえば，当時の官報には以下のような

事例がある。テヘランの王宮地区（アルグ）には所

有者不明の土地があり，礼拝が無効となるおそれが

あるため，やはり法学者から賃借していた。賃貸借

期間が終了したため，あらためて，当時最高位の法

学者であったシェイフ・アブドル・ホセインから，

期間１００年で賃借した［Vaqāye( no.２５９，８ Jomādā II

１２７２］。

（注１２）サファヴィー朝時代のワクフ行政に関す

・る最近の研究としては，Sefatgol（１３８１，３０１―３９２），

・Sifatgol（２００３）があるが，いくつかの点については，

後述するように，依然議論の余地がある。

（注１３）Marchinkowskiは，チャハールダフ・マア

スームのワクフが１５６５年にタフマースプによって創

始されたとするが，その根拠としているヒンツの示

すエスファハーンの金曜モスクの碑文，および年代

記の記述はチャハールダフ・マアスームに対する現

金の献呈（ehdā), hediye）であり，法的にはワクフと

はまったく異なるもので，この見解を受け入れるこ

とはできない［Marchinkowski２００２，２６３；Takmilat

１２７；Hinz１９４９，７５９―７６０］。

（注１４）最新のテキスト［(AbbāsⅢ］はテヘラン大

学中央図書館の撰集（Jong）からおこしたもので，

・・年代は１１１３［１７０１／０２］年と誤っているが，年代記Qesas

al−Khāqānı̄に由来する他２つのテキストと来歴が異

なるため，価値がある。

（注１５）ただし，McChesneyの利用したSepantāの

テキストは信頼しうるものではないこともあり，こ

の研究は今日ではいくつかの点で修正が必要である。

もっとも大きな問題点は，アッバースが私有財のみ

ならず，税収をもワクフとしたという彼の主張であ

り［McChesney １９８１，１７５―１７７］，これは明らかなワ

クフ証書のテキストの誤読に由来している。「（後代

の）諸王に，ワクフ管理の順番が回ったときに，こ
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れらワクフ財から正当な税額以上の税をとらないよ

うに要請した」［(AbbāsⅠ６８，Ⅱ１９１，Ⅲ１３］という文

言も，税に再度課税することはありえないため，彼

の主張の誤りを示すものである。

（注１６）前者の残り半分はイマーム・アリーの墓

�のあるナジャフの住民に，後者の残り半分は敬虔

で相応しい１２イマーム・シーア派の貧者や困窮者に

用いられるよう定められた。

・（注１７）(AbbāsⅢ１２によれば「この文書の裏」（zahr−e

・in sakhı̄fe）に記されていた。「裏」という語は他のテ

キストにはみられない［cf. McChesney１９８１，１７１

n．２３］。

（注１８）この術語はMinorsky以来研究者を悩ませ

・てきた。しかし，MarchinkowskiやSefatgolらもこれ

がチャハールダフ・マアスームのワクフを指すとい

うことに気づいていない［Minorsky１９４３，１４６；

・Marchinkowski２００２，２５８―２６８；Sefatgol１３８１，３５５―

３５７］。

（注１９）ガズヴィーン門外のバーゲ・シャーにつ

いて，Mo(tamedı̄（１３８１，１０９）は１９世紀前半にファト

フ・アリー・シャーが建設したものとするが，その

起源がサファヴィー朝期まで�る可能性もある。少

なくとも，ファトフ・アリー・シャーの建築物のリ

・ストにはこのバーグは含まれていない［Khālese−MⅡ

３１７］。

（注２０）この聖�の説明はSarv−qadı̄（１３８４，９６）。

（注２１）この史料に関しては，とりあえず，近藤

（２００１，１４―１６）。

（注２２）１３０１［１８８４］年の人口調査書Nofūsではワ

クフ地の境界であるホダーバンドルー通りに，男性

５名，女性４名，子８名の計１７名で暮らしていたこ

とがわかる。この史料全体の要約として，Sa(dvandiyān

（１３８０，１２０―１５９）。史料の閲覧はSı̄rūs Sa(dvandiyān

氏のご厚意による。ここに感謝する。

（注２３）残りはタフレシー（Sayyed (Alı̄ Akbar

・
・Tafreshı̄），アボル・ファズル（Hājjı̄Mı̄rzā Abū al−Fazl）。

もう１人，シューシュタリー（Sheykh Ja(far Shūshtarı̄）

はアタバート在住であったが，１８８５年にテヘランを

訪問している。

（注２４）故モッラー・アリー・キャニーと故アー

・ガー・サイエド・サーデグ（Āqā Sayyed Sādeq）の

法廷で賃貸借証書を作成したとあるが［Chahārdah

doc.２１，２２］，後者の没年は１３００［１８８３］年であるた

め。

文献リスト

＜日本語文献＞

岩武昭男１９９３．「イランにおけるワクフの継続──ヤ

ズドにおけるアミール・チャクマークのワクフの

事例」『イスラム世界』（４２）１―１９．

近藤信彰２００１．「マヌーチェフル・ハーンの資産とワ

クフ」『東洋史研究』６０（１） 逆１―３３．

───２００３．「テヘランの古集会モスクとワクフ」『ア

ジア・アフリカ言語文化研究』６６ １―２３．

───２００４．「二重のワクフ」訴訟──１９世紀イラン

のシャリーア法廷──」『日本中東学会年報』１９（２）

１１７―１４２．

───２００５a．「ウラマーとファトワー」林佳世子・桝

屋友子編『記録と表象──史料が語るイスラーム

世界──』東京大学出版会 １７１―１９２．

───２００５b．「イスラーム知識人の肖像──シーア派

ウラマーとイジャーザ──」小谷汪之編『歴史に

おける知の伝統と継承』山川出版社 １２９―１５７．

坂本勉１９８２．「１９世紀テヘランとモストウフィー家」

『オリエント』２５（２）１―２０．

柳橋博之２００４．「イスラーム法における所有権の構造

──基体果実と使用果実を中心として──」三浦

徹・岸本美緒・関本昭夫編『比較史のなかのアジ

ア──所有・契約・市場・公正──』東京大学出

版会 ４７―６５．

＜外国語文献＞

（公刊史料）
(Abbās : “Vaqfname−)e Shāh (Abbas［シャー・アッバー

・スのワクフ証書］.” Ⅰ：(Abd al−Hoseyn Sepantā.

・Tārı̄khche−)e Owqāf−e Esfahān［エスファハーンワ

クフ小史］. Esfahan. １３４６．６５―７２. Ⅱ：Valı̄ Qolı̄

・・ ・Shāmlū. Qesas al−Khāqānı̄［帝王の諸物語］．Hasan

・Sādāt−e Nāserı̄ ed. Tehran. １３７１．１８６―１９７. Ⅲ：
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―Manūchehr Sotūde ed. Mı̄ras−e Jāvı̄dān［永久なる

遺産］４７／４８（１３８３）：１０―１４.
(Abd al−Ghaffār :(Abd al−Ghaffār. Naqshe−)e Dār al−

・ ・Khelāfe−)e Nāserı̄−e Tehrān［ナーセロッ・ディーン

・シャーの都テヘランの地図］. Tehran．１３０９／１８９１．

rept. Tehran．１９８４.

・ ・Alqāb : Alqāb va Mavājeb−e Dowre−)e Salātı̄n−e Safaviyye

［サファヴィー朝時代の称号と俸給］．Yūsof

・Rahı̄mlū ed. Mashhad．１３７１.

・ ・Āmār : Sı̄rūs Sa(dvandiyān & Mansūre Ettehādiyye ed．

Āmār−e Dār al−Khelāfe−)e Tehrān［カリフの都テヘ

ランの統計］Tehran.１３６８．

・Dastūr : Mı̄rzā Rafı̄( Ansārı̄. “Dastūr al−Molūk”［諸王の

慣習］in Daftar−e Tārı̄kh［歴史史料集］vol．１．Īraj

Afshār ed. Tehran.１３８０．

・
・

・ ・ ・Kholāsat : Qāzı̄ Ahmad al−Hoseynı̄ al−Qommı̄. Kholāsat

・al−Tavarı̄kh［諸史梗概］. Ehsān Eshrāqı̄ ed. Tehran

１３６３.

・ ・Khold : Mohammad Yūsof Vāle Qazvı̄nı̄ Esfahānı̄. Īrān

・dar Zamān−e Shāh Safı̄ va (Abbās−e Dovvom: Khold−e

Barı̄n［シャー・サフィーおよびアッバース２世時

・
・

・代のイラン：至福園］Mohammad Rezā Nası̄rı̄ ed.

Tehran.１３８０.

・Krziz : A. Krziz, Naqshe−)e Dār al−Khelāfe−)e Tehrān［カ

リフの都テヘランの地図］．Tehran．１２７５AH. rep.

Tehran．１３７０.

・Marvı̄ : Rezā Ostādı̄ ed. “Vaqfnāme−)e Madrase−)e Marvı̄−e

Tehrān．”［テヘランのマルヴィー・マドラサのワ

―クフ証書］Mı̄rās−e Jāvı̄dān［永久なる遺産］１３

（１３７５）：５６―７１.

Monajjem : Mollā Jalāl al−Dı̄n Monajjem. Tārı̄kh−e

(Abbāsı̄ yā Rūznāme−)e Mollā Jalāl［アッバースの

歴史，別名モッラー・ジャラールの日誌］．Seyf ollah

・Vahı̄d niyā ed. Tehran．１３６６.

・Qānūn : Mohammad Shafı̄( Qazvı̄nı̄. Qānūn−e Qazvı̄nı̄

［ガズヴィーニーの提言］. Īraj Afshār ed. Tehran.

１３７０．

・ ・Shahriyārān : Mohammad Ebrāhı̄m Nası̄rı̄. Dastūr−e

・Shahriyārān［諸君主の規範］. Mohammad Nāder

・Nası̄rı̄Moqaddam ed. Tehran.１３７３．

Takmilat : (Abdı̄ Beyg Shı̄rāzı̄. Takmilat al−Akhbār［諸

・情報の補筆］. (Abd al−Hoseyn Navā)ı̄ ed. Tehran．

１３６９．

・ ・Tazkerat：（Mı̄rzā Samı̄(ā）．Tazkerat al−Molūk［諸王

・覚書］. Sayyed Mohammad Dabı̄r−e Siyāqı̄ ed. Tehran．

１３６８．

Vaqāye( : Rūznāme−e Vaqāye( al−Ettefāqiyye［官報起こ

った事々］. rept. Tehran．１３７３―７４．

（未公刊文書史料）

Chahārdah : Daftar−e Asnād va Shenāsāyı̄−e Mowqūfāt,

Sāzmān−e Owqāf va Omūr−e Kheyriyye［ワクフ慈

善庁文書・ワクフ財確認局］. Parvandehā−ye

Ostān−e Tehrān［テヘラン州文書ファイル］. No．７３．

・Mowqūfāt−e Chahārdah Ma(sūm［チャハールダフ

・マアスーム・ワクフ］.

・ ・ ・Khalese−M : Surat−e Khālesejāt va Mowqufāt va Raqabāt

［王室財産・ワクフ財目録］. I : MS. Ketābkhāne−e

Majles−e Showrā−ye Eslāmı̄［イスラーム議会図書

館］. No．７６１９；Ⅱ：Microfilm. Ketābkhāne−e Markazı̄−e

Dāneshgāh−e Tehrān［テヘラン大学中央図書館］

No．４８１９．

・ ・Khalese−N : Ketābche−)e Dehāt−e Khālese va Mowqūfāt va

Amlāk−e Dı̄vān−e A(lā［王室財産・ワクフ財目録］

・I : Ketabkhāne−e (Omūmı̄−e Āyat−ollāh al−(Ozmā

Mar(ashı̄ Najafı̄. MS. No．７８６８．Ⅱ：Ketābkhāne−e

Markazı̄−e Dāneshgāh−e Tehrān. MS. No．８８９１．

・Nofūs : Ketābche−e Te(dād−e Nofūs−e Mahallāt−e Dār al−

・Khelāfe−)e Tehrān［カリフの都テヘランの諸街区

人口調査書］. MS. Ketābkhāne−e Mellı̄−e Īrān.

Zargar : Daftar−e Asnād va Shenāsāyı̄−e Mowqūfāt,

Sāzmān−e Owqāf va Omūr−e Kheyriye［ワクフ慈善

庁文書・ワクフ財確認局］. Parvandehā−ye Ostān−e

Tehrān［テヘラン州文書ファイル］. No．５９３．

・Mashhadı̄ Hasan Zargar Kāshānı̄.

（研究）

Fragner, B．１９８６．“Social and Internal Economic Affairs.”

In The Cambridge History of Iran, Vol．6：The

Timurid and Safavid Periods. eds. P. Jackson and L.
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Lockhart,４９１―５６７．Cambridge.

・Gı̄tā−shenāsı̄ ed．１３６４．Atlas−e Kāmel−e Shahr−e Tehrān

［テヘラン市完全地図帳］. Tehran.

Hinz, W.１９４９．“Steuerinschriften aus dem mittelalterli-

chen Vordern Orient”. Belleten［学術雑誌］vol．１３：

７４５―７６９．

・ ・Hoseynı̄ Bolāghı̄, Sayyed (Abd al−Hojjat１３５０．Tārı̄kh−e
・Tehrān : Qesmat−e Jonūbı̄ va Mozāfāt［テヘランの

歴史：南部およびその郊外］. Qom.

Marcinkowski, M. I.２００２．Mı̄rzā Rafı̄(ā’s Dastūr

・al−Mulūk : A Manual of Later Safavid Administra-

tion. Kuala Lumpur.

McChesney, Robert D.１９８１．“Waqf and Public Policy :

・The Waqfs of Shāh (Abbas，１０１１―１０２３／１６０２―１６１４.”

Asian and African Studies（１５）：１６５―１９０．

Minorsky, V.１９４３．Tadhkirat al−Mulūk : A Manual of

・Safavid Administration. rept. Cambridge．１９８０．

・Mo(tamadı̄ , Mohsen １３８１．Joghrāfiyā−ye Tārı̄khı̄−e

Tehrān［テヘランの歴史地理］. Tehran.

・Rezā)ı̄, Omı̄d１３８３．“Fehrest−e Vāqefān−e Sāl−e１３８２

―［イラン暦１３８２年のワクフ寄進者目録］.” Mı̄rās−e

Jāvı̄dān［永久なる遺産］（４７／４８）：１２２―１４２．

・Sarv−qadı̄, Mohammad Ja(far１３８４．Beqā(−e Motabarreke−)e

Ostān−e Tehrān［テヘラン州の聖�］. Tehran.

Sa(dvandiyān. Sı̄rūs.１３８０．(Adad−e Abniye, Shomār−e

Nofūs az Dār al−Khelāfe tā Tehrān 1231–1311

khorshı̄dı̄［「カリフの都」からテヘランまで（太陽

暦１２３１～１３１１年）の建築物数，人口］. Tehran.

・ ・Sefatgol, Mansūr１３８１．Sākhtār−e Nehād va Andı̄she−e

・ ・Dı̄nı̄ dar Īrān−e (Asr−e Safavı̄［サファヴィー朝期イ

ランにおける宗教制度・思想の構造］. Tehran.

・───（Sifatgol）２００３．“Safavid Administration of Avqāf:

Structure, Changes and Functions１０７７―１１３５／１６６６―

１７２２.” In Society and Culture in the Early Modern

Middle East : Studies on Iran in the Safavid Period.

ed. A. J. Newman,３９７―４０８. Leiden.

Werner, Ch.１９９９．“A Safavid Vaqf in Qajar Times : The

・Zāhı̄rı̄ya in Tabriz.” In Matériaux pour l’hitoire

économique du monde iranien. eds. R. Gyselen and

M. Szuppe,２３３―２４３. Paris.

───２０００．An Iranian Town in Transition : A Social

and Economic History of the Elites of Tabriz.

Wiesbaden.

（東京外国大学アジア・アフリカ言語研究所助教

授，２００６年１０月３１日受付，２００７年２月１９日レフェ

リーの審査を経て掲載決定）
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